
地区別まちづくり方針
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地区別まちづくり方針の考え方

地区別まちづくり方針

地区別ワークショップからの提案

第4章

第４章では、地域・地区ごとの特
性を反映したきめ細やかな地区別
まちづくり方針を示します。

（１）深川北部地区

（２）深川南部地区

（３）城東北部地区

（４）城東南部地区

（５）南部地区西

（６）南部地区東

（７）湾岸地区
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第2章、第 3章では、拠点やテーマの視点から、区全体に係るまちづくりの方針や取組を示

しました。地区別まちづくり方針では、区全体を 7つの地区に大きく区分し、これまで行政を

中心に進められてきた「拠点のまちづくり」（第 2章）及び「テーマ別まちづくり」（第 3章）

を土台として、地域住民等1が中心となって進める「エリアまちづくり」（本章）の方向性を示

します。

地区別まちづくり方針の考え方

1地域住民等とは、地域の住民や地権者、大学等・事業者・まちづくり団体などのまちづくりの担い手を指す。

地区別まちづくり方針 第4章

　　地区別まちづくり方針の考え方1

【拠点のまちづくり】 【テーマ別まちづくり】

【エリアまちづくり】

地域主体のまちづくり

まちづくりの土台

テーマ１（安全・安心部門）

テーマ２（環境部門）テーマ２（環境部門）
テーマ３（水辺と緑部門）
テーマ４（住環境部門）

テーマ５（健康・スポーツ部門）テーマ５（健康・スポーツ部門）
テーマ６（道路・交通部門）

テーマ７（観光・交流部門）テーマ７（観光・交流部門）

テーマ８（景観部門）

住民

地権者
大学等

事業者

都市核

新駅拠点 交流拠点

広域核 地域核
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広域医療機能

商業機能
(大規模）

業務機能

鉄道交通

駅徒歩
圏域

駅
歴史・文化・
交流機能

地区の
現況と課題

テーマ
1

テーマ
2

テーマ
2

テーマ
５

テーマ
５

テーマ
７
テーマ
７

テーマ
３

テーマ
４

テーマ
６

テーマ
８

第 4 章　地区別まちづくり方針

緊急時にも適時的確に対応する
回復力の高い都市

地球温暖化対策に対応する
脱炭素都市

水辺と緑に彩られ交流と活力を
生み出す快適な都市

誰でも生き生きと暮らせる
健康都市

快適に移動できる
ネットワーク都市

自然や文化、地域資源が
織りなす観光・交流都市

みんなでつくる美しいまち並みを
次世代に継承する都市

多様な暮らしを育む
定住都市

拠点のまちづくり

将来都市構造の実現に向け、広域性や地域性あるいはその両方を有する個性ある拠点を育成

するためには、「拠点のまちづくり」が必要です。

「拠点のまちづくり」とは、第2章の将来都市構造で示した「拠点の方針」をベースに、地域

での勉強会やワークショップ等を通じて「地区まちづくり方針」を策定するなど、区がまちづ

くり協議会や地域住民等と連携を図りながら進めるまちづくりです。

「地区まちづくり方針」とは、主に駅を中心にその周辺での魅力増進や課題解決を目指し、土

地利用や地域資源を活かしたまちづくりの方向性を地区レベルで示すものです。

拠点の動向を捉え「地区まちづくり方針」の策定を計画的に進めていきます。

テーマ別まちづくり

地域住民等のニーズに的確に対応したまちづくりを進め、区民のまちづくりに関する満足度

を一層向上させるためには、「テーマ別まちづくり」が必要です。

「テーマ別まちづくり」とは、第 3章の 8つの「テーマ別まちづくりの方針」により、地区

レベルの魅力増進や課題解決に向け、事業化も見据えて具体的に取り組むまちづくりです。

地区の現況と課題を捉え「テーマ別まちづくり」をさらに発展させます。

『地区まちづくり方針』 

『将来都市構造 
における「拠点」』 

駅徒歩圏域 

鉄道交通 

業務機能 
商業機能 

（大規模）

広域医療 
機能 

歴史・文化・ 
交流機能 駅 
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エリアまちづくり

区民等の多様なニーズにきめ細かく応えることや、地域住民等がまちづくりの具体的なゴー

ルを視野に主体的に活動することを促進するためには、「エリアまちづくり」が重要です。

「エリアまちづくり」とは、地域住民等の発意やまちづくりの機運、開発動向を捉え、「エリ

アまちづくり方針」を策定するなど、地域主体によるボトムアップ型のまちづくりです。

「エリアまちづくり方針」とは、地域住民等の発意と主体的な活動により、魅力増進や課題解

決に向けて、面的なまちづくりの方向性をエリア単位で示すものです。

「協働の推進」「エリア単位の面的な取組」「段階的なアプローチ」をキーコンセプトに、面的

なまちづくりにつながる魅力課題の検討や提案を、エリア単位で段階的に行うなど、「エリアま

ちづくり」を展開します。

エリアまちづくりの考え方

魅力のスポット 課題のスポット住民

地域住民等

協働の推進 エリア単位の面的な取組

段階的なアプローチ

エリア

エリア
まちづくり

具体的な
まちづくりの
ゴール

推進エリア

STEP1
STEP2

STEP3

重点エリア
実現エリアエリアまちづくり方針

地権者 事業者
まちづくり協議会等

大学等

①協働の推進

地域住民等の発意を捉え、多様なニーズに対応したまちづくりを進めるため、対話型の

協議を通じて合意形成を行う、協働のまちづくりを進めます。

②エリア単位の面的な取組

まちづくりの最小単位を「エリア」として、概ねの対象範囲を設定した後、まちづくり

の進捗に伴って町丁目単位でエリアを明確にします。

③段階的なアプローチ

地域住民等が主体となったまちづくりの進捗状況に応じて、まちづくりの段階を「推進

エリア」「重点エリア」「実現エリア」の3つに区分します。
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第4章　地区別まちづくり方針

エリアまちづくりの段階的アプローチ

● STEP0 魅力や課題のスポット

地域住民等が各地域で勉強会やワークショップ（以下、ワークショップ等）を開催しそ

こでの意見や提案、区の施策を踏まえ、エリアの魅力や課題のスポットを整理します。

● STEP1推進エリア

「STEP0魅力や課題のスポット」の整理等から、魅力や課題のスポットが集積している

エリアが、「STEP1推進エリア」として位置付けられます。ワークショップ等を継続実施

しながら、エリアまちづくりの方向性を検討します。また、STEP2への位置付けの要望は、

まちづくり協議会等2を設立して行われます。

● STEP2 重点エリア

「STEP1推進エリア」において魅力や課題のスポットが特に集積し、かつ重点的な取組

が行われている範囲が、まちづくり協議会等の発意に応じて「STEP2重点エリア」に位置

付けられます。まちづくり協議会等が主体となって、エリアまちづくり方針の策定を検討

します。なお、STEP2におけるエリアまちづくり方針の策定は任意となります。

● STEP3 実現エリア

エリアまちづくり方針等が策定されている「STEP2重点エリア」において、土地利用転

換等の基点を有する範囲が、まちづくりの動向に応じて「STEP3 実現エリア」に位置付

けられます。まちづくり協議会等が主体となって、地区計画等の策定を検討します。なお、

STEP3における地区計画の策定は任意となります。

●エリアマネジメント（STEP2 〜）

エリアの方向性やエリアまちづくり方針等に基づき、まちづくりの活動を実施して達成

された成果を維持管理し、まちの魅力や価値を持続可能なものにする取組です。地域住民

等が主体となって進めるエリアマネジメントを支援、促進します。

【地域住民等】 【まちづくり協議会等】

STEP 0

魅力・課題のスポット 推進エリア 重点エリア 実現エリア 

STEP 1 STEP 2 STEP 3

エリアマネジメントの推進

2�まちづくり協議会等とは、主体的かつ具体的にまちづくりを行う意思を持つ人々が集まる任意組織で、地権者や企業、
開発事業者等が設立した「株式会社」や「一般財団法人」、事業区域内の「管理組合」、都市再生機構等の「行政法人」や「公
社」など様々な形態があり、これらを総称して「まちづくり協議会等」とする。
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地区別まちづくり方針では、まちづくりの進捗等を踏まえ、拠点のまちづくり、テーマ別ま

ちづくりについて方向性等を示します。

また、エリアまちづくりについては、地区別ワークショップの提案（p.222 〜 237）を踏ま

え、7地区におけるエリアまちづくりの方向性を示します。

地区別まちづくり方針の構成

1．地区別まちづくり方針の考え方

2．地区別まちづくり方針

3．地区別ワークショップからの提案

拠点のまちづくり

（1）深川北部地区

（2）深川南部地区

（3）城東北部地区

（4）城東南部地区

（5）南部地区西

（6）南部地区東

テーマ別まちづくり エリアまちづくり

1）まちづくりの現況
2）拠点のまちづくり
3）テーマ別まちづくり（地区の現況と課題）
4）エリアまちづくり

　
①魅力や課題のスポットが集積するエリア
②主な「魅力や課題のスポット」の特徴
③エリアまちづくりの方向性

●区民ワークショップの主な意⾒
●学生ワークショップの主な意⾒

　　地区別まちづくり方針2

（7）湾岸地区
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